
公 告 

 

 次のとおり条件付一般競争入札を行います。 

 

令和８年１月 27日 

                 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 

  理事長 樗木 等 

１ 競争入札に付する事項 

（１）品名及び数量    情報管理室端末更新 一式 

（２）入札条件等     入札条件書による 

（３）納入期限      令和８年４月 17日 

（４）納入場所       佐賀市兵庫南３丁目７−17 

佐賀県医療センター好生館看護学院 

 

２ 入札参加資格に関する事項 

  次に掲げる要件をすべて満たした者でなければ、本入札に参加することができない。 

 （１）佐賀県の「物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することので

きる者の資格及び資格審査に関する規程（昭和 41年佐賀県告示第 129 号）」第１条の

規定に基づく入札参加資格を、入札書の提出期限の時点で有すること。 

（２）県内企業（県内に本店を有する者、県内に支店等を有し県内支店等に勤務する従業

員比率が 50％以上の者又は県内支店等に勤務する従業員数が 50 人以上の者、誘致企

業、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第２条第

４項に規定する「障害者就労施設等」（県内に所在する者に限る））であること。  

 （３）地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規則第 2条第 5項に該当

する者でないこと。 

 （４）会社更生法（平成 14年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11年法律第 225 号）

に基づき更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

 （５）開札の日の 6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が

不渡りとなった者でないこと。 

（６）入札参加申請書の提出期限の日から開札の日までの間に、佐賀県発注の契約に係る

入札参加資格停止措置若しくは指名停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・

委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。 

 （７）自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイから

キまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

   ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

   イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。） 



   ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

   エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

   オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又

は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

   カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

   キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

３ 入札手続に関する事項 

（１）担当部署 

   〒840-8571 

佐賀市嘉瀬町大字中原 400 番地 

   地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 財務課 契約係 

   電話：0952－28－1153、ＦＡＸ：0952－28－1253  
（２）関係書類の交付期間及び交付方法 

公告日から令和８年２月 13日（金曜日）までの間、佐賀県医療センター好生館のホー

ムページ（https://www.koseikan.jp）に掲載する。 

（３）入札説明会 

   実施しない。 

（４）入札参加申請 

  ア 本入札への参加を希望する者は、入札参加申請書（様式１）及び担当者届（様式２）

を令和８年２月 13日（金曜日）午後４時までに、３の（１）の部署へ持参又は郵送

（同日時必着）すること。 

なお、郵送の場合は、郵便追跡サービスを利用できる書留やレターパック等で送付 

することとし、「入札参加申請書在中」と明記すること。     

（５）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書（様式３）の提出方法 

  ア 日時 

    令和８年２月 17日（火曜日）午前 10時 00分 

  イ 場所 

    佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原 400 番地 

    地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 本館２階 応接会議室Ａ 

  ウ 提出方法 

    入札書は持参による提出に限る。 

（６）入札に関する事項 

  ア 入札は、入札参加申請者又はその代理人が行うものとする。 

ただし、代理人が行う場合は、入札前に委任状（様式４）を提出しなければならな

い。 

  イ 入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額に 110 分の 100 を乗じて得た金額（当該金額に 1

https://www.koseikan.jp


円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた金額）を記入すること。   

（７）開札に関する事項 

入札を行った入札参加申請者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。 

（８）交渉権者及び交渉順位の決定方法等 

  ア 予定価格に 110分の 100 を乗じて得た額の範囲内をもって入札を行った者を交渉権

者とする。 

    なお、第１回目の入札で、予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た額の範囲内を 

もって入札を行った者がない場合は、再度入札（第１回目を含め５回を限度）を行う。 

  イ 交渉権者が複数ある場合は、入札金額の低い者から順に交渉順位を付する。ただし、

最も価格の低い者が 2人以上あるときは、くじ引きにより上位交渉権者を決定する。

なお、この場合において、当該入札者のうち出席しない者またはくじを引かない者が

あるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものと

する。 

   ウ 交渉権者の入札金額によっては、その者より本業務に係る契約の内容に適合した履

行がなされないおそれがあるとき、又はその者と本業務に係る契約を締結することが

公正な取引の秩序を乱すおそれがあるときは、その者を交渉権者から除外することが

ある。 

（９）交渉の実施及び契約の相手方の決定 

ア 交渉権者及び交渉順位が決定したときは、最高順位の交渉権者と価格交渉を行う。 

イ 交渉権者との交渉の結果、契約価格が決定した場合には、その者を契約の相手方と

する。 

ウ 交渉権者との交渉が不調となった場合は、次順位の交渉権者又はその代理人と価格

交渉を行うことができる。 

（10）入札の無効 

   次のいずれかに該当する者の入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再

度の入札に加わることができない。 

  ア 入札参加資格のない者 

  イ 本入札について不正行為を行った者 

  ウ 入札書の金額、氏名及び印影について、誤脱又は判読不可能なものを提出した者 

  エ 入札書の文字及び記号について、消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者 

  オ 金額を訂正した入札書を提出した者 

  カ 誤字、脱字等により意思表示の内容が不明瞭である入札書を提出した者 

  キ 民法（明治 29 年法律第 89 号）第 95 条により無効であると認められる入札書を提

出した者 

  ク １人で２以上の入札を行った者 

  ケ 代理人でその資格のない者 

  コ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者 

（11）入札書等の書換え等 

入札参加資格者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回を



することができない。 

（12）入札又は開札の中止 

   次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。 

   なお、この場合の損害は、入札参加申請者の負担とする。 

  ア 天災その他やむを得ない理由により、入札を行うことができないとき。 

  イ 入札参加申請者及びこれに関係する者が、共謀結託その他の不正行為を行い、又は

行おうとしていると認められるとき。 

 

４ 応札物品に関する事項  

  ア 参考品以外での応札を希望する場合は、令和８年２月６日（金曜日）午後４時まで

に、応札物品承認申請書（様式５）に仕様の要件を満たしていることがわかるカタロ

グ等を添付のうえ、３の（１）の部署へ提出し、入札書提出前に承認を受けること。 

イ 応札物品の確認のため、提出書類の内容に関して説明を求められた場合は、これに

応じなければならない。 

ウ 承認を受けていない物品での応札は無効とする。 

   

   

５ その他 

（１）入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約書の作成の要否 

   要 

（３）契約保証金 

   地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規則第 18 条第 1 項第 3 号

の規定により免除する。 

（４）個人情報の保護 

   個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）を遵守すること。 

（５）談合情報 

ア 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表する

ことがある。 

  イ 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約

を締結しないことがある。 

    なお、この場合は、原則として、改めて公告をし、入札を行うものとする。 

（６）その他 

本入札の執行については、地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館会計規程及び

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規則の定めるところによる。 



様式１ 

 

入 札 参 加 申 請 書 
 

令和  年  月  日 

 

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 理事長 様 

 

所 在 地 

 

商号又は名称 

 

代 表 者 氏 名               印 

 

令和８年 月 日付で公告のありました情報管理室端末更新の条件付一般競

争入札について、担当者届（様式２）を添えて申請します。 

なお、下記の内容については事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 
 
１ 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規則第２条第５項

に該当する者でないこと。 

２ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律 第

225 号）に基づき更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者

でないこと。 

３ 開札の日の６か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又 は

小切手が不渡りとなった者でないこと。 

４ 入札参加申請書の提出期限の日から開札の日までの間に、佐賀県発注の 契

約に係る入札参加資格停止措置若しくは指名停止措置を受けている者又は佐

賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者

でないこと。 

５ 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次の

イからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

   ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

   イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

   ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

   エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を

与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

   オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、

直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

   カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

   キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 



様式２ 

 

 

担 当 者 届 
 

 

商 号 又 は 名 称 

 

 

 

 

 

担 当 部 署 名 

 

 

 

 

 

担 当 者 職 ・ 氏 名 

 

 

 

 

 

担当部署の所在地 

 

 

 

 

 

電 話 番 号 

 

 

 

 

 

フ ァ ッ ク ス 番 号 

 

 

 

 

 

電子メールアドレス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式３ 

 

 

入 札 書 
 

 

 

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館理事長 様 

 

 

 本書のとおり入札します。 

 

 

 

入 札 金 額 (税 抜 ） 

 

 

 

 

 

納 入 期 限 

 

 

    令和８年４月１７日 

 

 

品 名 

 

 

    情報管理室端末更新 

 

 

 

 

 

年   月   日 

   

 

 

所 在 地 

 

商号又は名称 

 

代 表 者 氏 名               印 
      

代 理 人 氏 名               印 
 

※代理人が入札する場合は、代表者の押印は不要 

 

 

 

 

 

 



様式４ 

 

 

委 任 状 
 

 

 

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館理事長 様 

 

 

 

 今般都合により、             印 を代理人と定め、下記の入札に

関する一切の権限を委任します。 

 

 

 

 

 年  月  日 

 

 

 

所  在  地 

 

商号又は名称 

 

代 表 者 氏 名                 印 

 

 

 

記 
 
 

入 札 年 月 日 令和８年２月１７日 

品 名 情報管理室端末更新 

 

 

 

 

 

 



様式５ 
応札物品承認申請書 

 
 

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 理事長 様 

 
 
 下記物品について、応札物品として承認を受けたいので申請します。 
 

記 
 

品  名  情報管理室端末更新 

    
〇応札物品明細（仕様書を満たす全ての構成品を記載） 
 

物品名 メーカー名 型番（品番） 数量 備考 

  別 添 の と お り 

     

     

 
 申  請  日  令和   年  月  日 
 

 
             住     所 
                           

申 請 者  商号又は名称 
                       

代表者氏名  
   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
上記申請について、審査の結果   承認 ・ 不承認  とします。 
 
 ※不承認の場合、その理由：     
 
 

 
 承 認 日   令和  年  月  日 

 
 
 承  認  者  ：       

 



入 札 条 件 書 
 

物 品 名 情報管理室端末更新 

数   量 一 式 

仕 様 等 別紙仕様書のとおり 

参 考 品 別紙仕様書のとおり 

契 約 方 法 条件付一般競争入札 

納 入 期 限 令和８年４月17日 

納 入 場 所 
佐賀県医療センター好生館看護学院 
（佐賀市兵庫南三丁目７番１７号） 

契約保証金 
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規
則第１８条第１項第３号の規定により免除 

そ の 他 

・納品に係る全ての費用を含むこと。 

・同等品可。 

※参考品以外での応札を希望する場合は、令和８年２月10日午
後４時までに、応札物品承認申請書（様式５）等を担当部署
に提出し承認を受けること。 

・搬入等の日程及び設置場所については、事前に納入先担当者と
調整をおこなうこと。 

・搬入等の際には、当館に損傷を与えないように注意を払うよう
努め、必要がある場合は、搬入経路に養生等を施すこと。 

・機器の納入から起算して１年間は、それらの修理及び保守につ
いて無償で行うこと。 

・その他、別紙仕様書のとおりとする。 
・この条件書に記載のない事項又は疑義のある事項については、

発注者と受注者が協議して解決するものとする。 
 



項　　目 数量

1．教師用

(1)ﾊﾟｿｺﾝ本体 1 CPU ｲﾝﾃﾙCore i5-13400 以上

　 省ｽﾍﾟｰｽ型 ﾒｲﾝﾒﾓﾘ 8GB以上

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ Intel UHD Graphics730(CPU内蔵)

ｽﾄﾚｰｼﾞ SSD256GB以上

光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ DVDｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞ対応

ｻｳﾝﾄﾞ ｵｰﾃﾞｨｵ機能

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ Type-A：USB2.0×4(ﾌﾛﾝﾄ×2、ﾘｱ×2)以上、USB3.2×4(ﾌﾛﾝﾄ×2、ﾘｱ×2)

Type-C：USB3.2×1(ﾌﾛﾝﾄ×1)以上、DisplayPort×1以上、HDMI×1以上

ｺﾝﾎﾞｼﾞｬｯｸ×1以上、RJ-45×1以上

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ・ﾏｳｽ 標準添付ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、USB光学式ﾏｳｽ

LANﾎﾞｰﾄﾞ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応

OS Windows11 Pro 64bit

本体ｻｲｽﾞ 89(W)×296(D)×314(H)mm以内

その他 国内ﾒｰｶｰであること

PCﾒｰｶｰ提供のﾘｶﾊﾞﾘﾃﾞｨｽｸを添付すること

【参考品】富士通 FMVD6102LP

(2)HDMI分配器 1 1系統のHDMI入力端子の画像、音声を2分配出力できること

【参考品】ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ VGA-UHDSP2

(3)液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 1 画面 21.5型

液晶面は光の反射や映り込みが目立たないｱﾝﾁｸﾞﾚｱ仕様であること

上向き20°のﾁﾙﾄが可能なこと

最大表示解像度 1920×1080ﾄﾞｯﾄ以上

最大表示色 1677万色

視野角度 上下：178°　左右：178°

ｺﾝﾄﾗｽﾄ比(標準値) 1000：1

最大輝度(標準値) 250cd/㎡

応答速度 5ms以下(ｵｰﾊﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾚﾍﾞﾙ2設定時)

入力端子 HDMI×1以上、RGB×1以上

ｽﾋﾟｰｶｰ 1w+1w

消費電力 最大18W/標準9.9W/待機時0.3W以下

その他 国内ﾒｰｶｰであること

国際ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ｸﾞﾘｰﾝ購入法､文部科学省の定める学校環境衛生基準の適合品であること

5段階のﾌﾞﾙｰﾗｲﾄ量を低減する機能を有していること

5年間のﾒｰｶｰ保証を有すること

無輝点保証に対応していること

【参考品】ｱｲ･ｵｰ･ﾃﾞｰﾀ機器 LCD-A221D

2．学生用

(1)ﾊﾟｿｺﾝ本体 40 CPU ｲﾝﾃﾙCore i5-13400 以上

　 省ｽﾍﾟｰｽ型 ﾒｲﾝﾒﾓﾘ 8GB以上

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ Intel UHD Graphics730(CPU内蔵)

ｽﾄﾚｰｼﾞ SSD256GB以上

光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ DVDｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞ対応

ｻｳﾝﾄﾞ ｵｰﾃﾞｨｵ機能

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ Type-A：USB2.0×4(ﾌﾛﾝﾄ×2、ﾘｱ×2)以上、USB3.2×4(ﾌﾛﾝﾄ×2、ﾘｱ×2)

Type-C：USB3.2×1(ﾌﾛﾝﾄ×1)以上、DisplayPort×1以上、HDMI×1以上

ｺﾝﾎﾞｼﾞｬｯｸ×1以上、RJ-45×1以上

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ・ﾏｳｽ 標準添付ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、USB光学式ﾏｳｽ

LANﾎﾞｰﾄﾞ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応

OS Windows11 Pro 64bit

本体ｻｲｽﾞ 89(W)×296(D)×314(H)mm以内

その他 国内ﾒｰｶｰであること

PCﾒｰｶｰ提供のﾘｶﾊﾞﾘﾃﾞｨｽｸを添付すること

【参考品】富士通 FMVD6102LP

(2)液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 40 画面 21.5型

液晶面は光の反射や映り込みが目立たないｱﾝﾁｸﾞﾚｱ仕様であること

上向き20°のﾁﾙﾄが可能なこと

最大表示解像度 1920×1080ﾄﾞｯﾄ以上

最大表示色 1677万色

視野角度 上下：178°　左右：178°

ｺﾝﾄﾗｽﾄ比(標準値) 1000：1

最大輝度(標準値) 250cd/㎡

応答速度 5ms以下(ｵｰﾊﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾚﾍﾞﾙ2設定時)

入力端子 HDMI×1以上、RGB×1以上

ｽﾋﾟｰｶｰ 1w+1w

消費電力 最大18W/標準9.9W/待機時0.3W以下

その他 国内ﾒｰｶｰであること

国際ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ｸﾞﾘｰﾝ購入法､文部科学省の定める学校環境衛生基準の適合品であること

5段階のﾌﾞﾙｰﾗｲﾄ量を低減する機能を有していること

5年間のﾒｰｶｰ保証を有すること

無輝点保証に対応していること

【参考品】ｱｲ･ｵｰ･ﾃﾞｰﾀ機器 LCD-A221D

仕　様　条　件

佐賀県医療センター 好生館看護学院　情報管理室端末更新　仕様書 別紙
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項　　目 数量 仕　様　条　件

佐賀県医療センター 好生館看護学院　情報管理室端末更新　仕様書 別紙

3．周辺機器

(1)ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ(24ﾎﾟｰﾄ） 2 【参考品】ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ LSW5-GT-24NSR

(2)ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ(8ﾎﾟｰﾄ） 1 【参考品】ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ LSW8-GT-8ES/BK

4．ｿﾌﾄｳｪｱ

(1)ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ 41 Office LTSC Professional Plus 2024　（SiCSP教育機関専用）【指定品】

(2)ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄ 41 ﾗｲｾﾝｽﾊﾟｯｸ ZERO ｳｲﾙｽｾｷｭﾘﾃｨ 法人・官公庁・教育機関向け

(3)授業支援ｿﾌﾄ 40 Win Bird 保守支援 HS　【指定品】

5．その他

(1)設置 一式 ①各機器の搬入から据え付け調整試運転までを確実に行うこと

②各機器間の接続等、すべての配線をおこなうこと

　なおLANｹｰﾌﾞﾙ等の各機器間の接続に用いる配線調達についても入札金額に含めること

③既存ﾊﾟｿｺﾝ類の撤去を行うこと

　なお撤去する機器については学院担当者と協議の上、決定すること

　機器の処分については学院で実施する

(2)ｲﾝｽﾄｰﾙ 一式 ①ｿﾌﾄｳｪｱについては、最新のﾊﾞｰｼﾞｮﾝを納入すること

　ただし、学院の環境では動作が不確実なものについては、協議の上選定すること

　最新のｾｷｭﾘﾃｨ修正ﾊﾟｯﾁを適用していること

②全てのｿﾌﾄｳｪｱのｲﾝｽﾄｰﾙを行うこと

③調達するﾊﾟｿｺﾝに既存ﾌﾟﾘﾝﾀ(OKI B822DN)のﾌﾟﾘﾝﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞをｲﾝｽﾄｰﾙすること

　ただし動作が不確実な場合は学院と協議の上決定すること

④各機器の設定を行うこと

⑤納入ｿﾌﾄｳｪｱの動作試験を行うこと

⑥調達するｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄについては復元ｿﾌﾄによりﾊﾟﾀｰﾝﾌｧｲﾙの更新状況が復元されないよう調整すること

(3)その他 ①機器性能は同等以上のものとする

②機器納入後12ヵ月以内は保守を行うこと

  (保守対象は、ﾊｰﾄﾞｳｪｱ･ｿﾌﾄｳｪｱのすべてとする)

　また、機器を含む保守拠点がｺｰﾙを受けてから8時間以内に対応可能な場所にあること（土、日、祝日、年末年始は除く）

③納入物品に障害が発生した場合、責任をもって対応すること

④作業終了後、以下の資料を学院へ提出すること

　ｱ 納入機器の設定一覧（IPｱﾄﾞﾚｽ、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等の情報管理として必要な事項を記載したもの）

　ｲ 納入物品、現地作業実施時の写真台帳

　ｳ ﾏｽﾀｰUSB 3部

　ｴ その他必要な書類

⑤作業については学院担当者と協議の上行うこと

⑥この仕様書は令和8年1月時点の仕様であり、変更の可能性がある
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